
岡山県終身賃貸事業認可等取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号。

以下「法」という。）の規定に基づく、岡山県内（岡山市及び倉敷市の区域を除く）

における終身賃貸事業（以下「事業」という。）の認可に関し、必要な事項を定め、

同事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

（通則） 

第２条 事業に係る事務の実施については、法及び高齢者の居住の安定確保に関する法

律施行令（平成１３年政令第２５０号。以下「政令」という。）、高齢者の居住の安定

確保に関する法律施行規則（平成１３年国土交通省令第１１５号。以下「省令」とい

う。）、高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針（平成２１年厚生労働省・国土

交通省告示第１号。以下「基本方針」という。）その他関係法令等に定めるもののほ

か、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、用語の定義は、法、政令、省令、基本方針及び関係法令の

定めによる。 

 

（事業認可の申請） 

第４条 法第５２条の規定に基づき、事業の認可を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、省令第３２条第１項に規定する終身賃貸事業認可申請書（別記様式第

１号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、法第５７条第１項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅におい

て終身賃貸事業を行うことを誓約する書面を添付しなければならない。。 

 

（事業認可等の通知） 

第５条 知事は、事業認可を行ったときは、事業認可書（様式第１号）により申請者に

対して通知するとともに、事業認可通知書（様式第２号）により、認可住宅が存する

市町村長に通知するものとする。 

２ 知事は、申請に係る基準又は申請者が前条の規定を満たさないと認めたときは、事

業認可を行わない旨の通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

 

（事業の変更認可申請等） 



第６条 法第５２条の認可申請者は、認可を受けた事業を変更しようとするときは、事

業変更認可申請書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、変更の認可を行ったときは、事業変更認可書（様式第５号）により申請者

に通知するとともに、事業変更認可通知書（様式第６号）により認可住宅が存する市

町村長に通知するものとする。 

３ 知事は、事業の変更の内容が認可基準に適合しないと認めたときは、事業変更の認

可ができない旨の通知書（様式第７号）により、申請者に通知する。 

４ 認可事業者は、省令第３６条に規定する軽微な変更を行うときは、事業の軽微な変

更の届出書（様式第８号）により、あらかじめ知事に届出なければならない。 

 

（賃貸住宅の届出） 

第７条 認可事業者は、法５７条第２項の規定による届出をしようとするときは、あら

かじめ、省令第４１条１項に規定する終身建物賃貸借に係る賃貸住宅の届出書（別記

様式第２号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の届出書には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。 

３ 認可事業者は前項に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、終身建物

賃貸借に係る変更届出書（様式第９号）に、前項に掲げる添付書類のうち、当該変更

に係るものを添付の上、知事に提出しなければならない。 

 

（終身建物賃貸借契約書） 

第８条 終身建物賃貸借契約書は、国土交通省が作成し、公表した終身建物賃貸借標準

契約書に準じたものとする。 

 

（認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申し入れ） 

第９条 法第５９条第１項の規定により知事の承認を受けようとする者は、解約を申し

入れる事由を証する書類を添付の上、終身建物賃貸借の解約申入承認申請書（様式第

１０号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請について承認を行ったときは、終身建物賃貸借の解約申入承認

書（様式第１１号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 知事は、解約の申入れの承認をすることができないときは、終身建物賃貸借の解約

の申入れの承認ができない旨の通知書（様式第１２号）により、申請者に通知するも

のとする。 

 

（報告の徴収） 

第１０条 認可事業者は、法第６７条の規定により、毎年３月末日現在の認可事業の管

理状況について、当該年の５月末日までに、管理状況報告書（様式第１３号）により



知事に報告しなければならない。 

 

（地位の承継） 

第１１条 法第６８条第２項の規定により地位の承継を届け出ようとする者は、地位の

承継届出書（様式第１４号）を、知事に提出しなければならない。 

２ 法第６８条第３項の規定により地位の承継の承認を受けようとする者は、地位の承

継承認申請書（様式第１５号）を知事に提出しなければならない。 

３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1)  認可住宅の敷地及び建物の所有権その他認可住宅の整備及び管理に必要な権原

を取得したことを証する書類 

(2) 個人にあっては、住民票の抄本、資産に関する調書、法人にあっては、登記事項

証明書及び定款、貸借対照表及び損益計算書（直近３年度分） 

４ 知事は、法第６８条第３項の規定により地位の承継を承認したときは、地位の承継 

承認通知書（様式第１６号）により、申請者に通知するとともに、地位の承継承 

認通知書（様式第１７号）により、認可住宅が存する市町村長に通知するものと 

する。 

５ 知事は、地位の承継の承認をすることができないときは、地位の承継承認ができな 

い旨の通知書（様式第１８号）により、申請者に通知するものとする。 

 

（改善命令） 

第１２条 知事は、法第６９条の規定により改善命令をするときは、改善命令書（様式

第１９号）により認可事業者に通知するものとする。 

２ 改善命令を受けた認可事業者は、知事が定める期日までに、改善報告書（様式第２

０号）により報告しなければならない。 

   

（事業認可の取消し） 

第１３条 知事は、法第７０条第１項の規定により、事業の認可を取り消すときは、事

業認可取消し書（様式第２１号）により認可事業者に通知するとともに、事業認可取

消し通知書（様式第２２号）により認可住宅が存する市町村長に通知するものとする。 

 

（事業の廃止） 

第１４条 認可事業者は、法第７１条の規定により、事業を廃止しようとするときは、

廃止する日の３０日前までに事業廃止届出書（様式第２３号）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（認可台帳の整理） 



第１５条 知事は、認可、承認及び届出の受理等を行ったときは、遅滞なく認可台帳を

整理しなければならない。 

 

 

   附  則 

この要綱は、平成２４年３月１日から施行する。 

 この要綱は、令和４年１月１４日から施行する。 

 この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

別表（第７条関係） 

 

 法令で定める書類 チェック 根拠法令 

１ （新築の場合） 

縮尺、方位、賃貸住宅の間取り、各室の用途及

び設備の概要を表示した各階平面図 

 省令第 41条

第 2項第１

号 

２ （既存の場合） 

賃貸住宅の規模及び設備の概要を示した間取り

図（加齢対応構造等を表示したもの） 

 省令第 41 条

第 2 項第２

号 

３ （家賃の一部又は全部を受領する場合） 

金銭信託契約書の写しなど必要な保全措置が講

じられていることを証する書類 

 法第 54 条第

５号 

 

 その他知事が必要と認める書類 チェック 

１ 加齢対応構造等チェックリスト  

２ 終身建物賃貸借契約書  

３ 修繕計画書  

４ 確認済証  

５ 開発許可証  

６ （土地又は建物を賃借する場合） 

賃貸借契約書の写し 

 

 


